
○ 将来の福祉・介護人材を養成する介護福祉士・社会福祉士等養成施設においては、深刻な定員割れの状態にあ
り、このままでは、サービス提供を担う人材の確保やサービス水準の維持に支障を生ずるおそれがある。

※ 介護福祉士養成施設定員充足率（71.8%(平成18年度）→64.0%（平成19年度）→45.8%（平成20年度） ）

○ このため、養成施設に、専門員を設置し、次のような取組を通じ、若い世代や地域の人材確保を推進する。

※ 定員充足率60%未満の養成施設（介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士）を対象。

目 的
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（対象）
・ 中高生、家族、教員
・ 中高齢者、主婦層、転職者等
・ 地域団体・機関等

（活動内容）
・ 福祉・介護の仕事の魅力や実情を紹介
・ 就学・研修受講に向けて、個別に相談・助言・指導等を行う
・ 理解促進、意識啓発のための地域イベント、説明会等を開催

（事業所・施設）

協力

＝
※ 学生募集・仕事

のイメージアップ

のための活動

・ 高校を訪問し、福祉・介護の仕事の魅力を伝達

・ 地域団体との連携による福祉・介護の仕事の
イメージアップ

・ 中高生・家族・教員への個別相談

① 進路選択学生等支援事業（平成20年度第２次補正予算で創設）
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